
２０２５年２月２８日 

 

各 位 

 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

 

パブリック・コメントの実施について 

 

本所は、下記の要領で、パブリック・コメントの募集（規制の設定又は改廃についてのご意見募集）を実

施することといたしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．パブリック・コメントの内容 

・金融商品取引法の改正等に伴う会員による顧客への情報提供方法等の見直しについて 

２．意見提出方法等 

（１）募集期間：２０２５年２月２８日（金）～２０２５年３月１３日（木）※ 

（２）提出方法：郵送、ファクシミリ、Ｅ－ｍａｉｌ 

（３）提出先 

① 郵送の場合 … 〒060-0061 札幌市中央区南１条西５丁目 14－１ 

証券会員制法人 札幌証券取引所 総務部 

② ファクシミリの場合 … ＦＡＸ：011-251-0840 

③ E-mailの場合 … 本所ホームページ上（URL…https://www.sse.or.jp/archives/publiccomment） 

の入力フォームから提出して下さい。 

３．公表資料の入手方法 

本所ホームページ及び本所窓口での配布 

４．意見等処理方法 

提出期限の翌日以降、本所ホームページに掲載いたします。 

※ 今回はパブリック・コメントの期間を短縮しますが、短縮の理由は以下のとおりです。 

本件は、本年４月１日に金融商品取引法等が一部改正されることに伴い、本所における制度の 

見直しを行うものです。 

 そのため、本所は、金融商品取引法等が改正される４月１日にあわせ実施したいと考えており、

パブリック・コメントの募集期間を３月１３日（木）までとします。 

以 上 

【お問合せ先】 

証券会員制法人 札幌証券取引所 総務部 

電話：０１１－２４１－６１７１（代表） 

https://www.sse.or.jp/archives/publiccomment
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金融商品取引法の改正等に伴う会員による顧客への情報提供方法等の見直しについて 

 

２０２５年２月２８日 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

 

Ⅰ 趣旨 

 「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第７９号。）が２０２３年１１月に成立し、金融商品取引業者から顧客への情報提供の際、

書面の交付を原則としていた一部書面について、金融商品取引業者は、書面の交付又は電磁的方法による提供を任意に選択できるようになります。これ

を踏まえ、本所は、会員から顧客へ交付する書面及び顧客が会員に差し入れる書面について同様の見直しを行うなど所要の制度整備を行います。 

 

Ⅱ 概要 

項 目 内   容 備   考 

１． 情報提供方法等の

見直し 

  

（１） 会員から顧客

へ交付する書面 

・会員から顧客への書面の交付を原則としていた次に掲げる書面につい

て、書面の交付又は書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の

いずれかを会員が任意に選択できるようにします。ただし、顧客から

請求があった場合には、会員は書面の交付をしなければならないもの

とします。 

 

－ 信用取引に関する通知書 

 

・書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合には、顧客

から事前に承諾を得ること又は顧客に次に掲げる事項を告知すること

を必要とします。 

 

－ 電磁的方法の種類及び内容 

－ 会員に対し、顧客が書面交付による情報の提供を請求できる旨 

 

・現行規定においては書面の交付が原則ですが、顧客

に電磁的方法の種類及び内容を提示し、顧客から承

諾を得た場合には、電磁的方法による提供を行うこ

とができるものとしています。 

 

 

 

 

・左記のとおり、顧客から事前に承諾を得たうえで電

磁的方法による提供を行うことは、改正後も従前ど

おり可能です。 
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項 目 内   容 備   考 

（２） 顧客が会員に

差し入れる書面 

・顧客から会員へ書面の差入れを原則としていた次に掲げる書面につい

て、書面の差入れ又は書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

のいずれかを会員が任意に選択できるようにします。ただし、顧客か

ら請求があった場合には、会員は書面の差入れを受け入れなければな

らないものとします。 

 

 － 発行日決済取引の委託についての約諾書 

 － 信用取引口座設定約諾書 

 

・書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を受け入れる場合に

は、顧客から事前に承諾を得ること又は顧客に次に掲げる事項を告知

することを必要とします。 

 

－ 電磁的方法の種類及び内容 

－ 会員に対し、書面の差入れを受け入れることを顧客が請求できる旨 

 

・現行規定においては、書面の差入れが原則ですが、

顧客に電磁的方法の種類及び内容を提示し、顧客か

ら承諾を得た場合には、電磁的方法による提供を受

けることができるものとしています。 

 

 

 

 

 

・左記のとおり、顧客から事前に承諾を得て電磁的方

法による提供を受けることは、改正後も従前どおり

可能です。 

 

２． その他 ・その他所要の改正を行います。 

 

 

 

Ⅲ 実施時期（予定） 

・２０２５年４月１日から実施します。 

 

以  上 
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